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文 教 常 任 委 員 会 記 録 
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１．場所 
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１．出席委員 

  委 員 長 市来賢太郎  副委員長 東 久美子  委  員 安 藤  薫  

  委  員 水谷  毅  委  員 渡辺 慎吾   

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市 長 森山一正     教育長 箸尾谷知也 

  教育次長兼教育総務部長 北野人士  同部参事兼子育て支援課長 石原幸一郎 

総務課長 溝口哲也  

  次世代育成部長 前馬晋策  こども教育課長 浅田明典 

 

１．説明のため出席した議員 

  請願紹介議員 増永和起   請願紹介議員 山崎雅数 

  請願紹介議員 弘  豊 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局参事兼局次長 岩見賢一郎  同局書記 渡部真也 

 

１．審査案件 

  議案第５４号 摂津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する 

         基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件 

  議案第５５号 摂津市子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制 

定の件 

請願第１号  「中学校給食」に関する請願 
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（午前１０時 開会） 

○市来賢太郎委員長 ただいまから文教

常任委員会を開会いたします。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 おはようございます。本日は

お忙しいところ、文教常任委員会をお持ち

いただきまして大変ありがとうございま

す。 

 本日は、過日の本会議で当委員会に付託

されました案件についてご審査をいただ

きますが、何とぞ慎重審査の上、ご可決い

ただきますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

 一旦退席させていただきます。 

○市来賢太郎委員長 挨拶が終わりまし

た。 

 本日の委員会記録署名委員は、東委員を

指名します。 

 審査の順序につきましては、お手元に配

付しています案のとおり行うことに異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○市来賢太郎委員長 異議なしと認め、そ

のように決定します。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時１分 休憩） 

（午前１０時２分 再開） 

○市来賢太郎委員長 再開します。 

 議案第５４号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 安藤委員。 

○安藤薫委員 おはようございます。 

 議案第５４号、摂津市特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条

例制定の件について、お聞きしたいと思い

ます。 

 この案件は、子ども・子育て支援法がス

タートした後に、保育の必要性などを認定

した上で、必要度に応じて保護者に支給認

定証を発行するという業務を事務の簡素

化という意味合いから、希望者だけに交付

をするという条例だというご説明を先の

本会議でもされていました。基本的なこと

になりますが、この支給認定証というもの

は、そもそもどういったものか、支給認定

証に記載されている内容について、初めに

お聞かせいただきたいと思います。 

○市来賢太郎委員長 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、ただい

まのご質問について、答弁を申し上げます。 

 支給認定証ですけれども、子ども・子育

て支援新制度では保育所などの施設を利

用する場合に支給認定が必要になります。

支給認定証には、認定の区分、１号、２号、

３号の区分、有効期間、保育の必要量等が

記載されています。 

○市来賢太郎委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 保育所、もしくは幼稚園、

こども園などを希望される保護者の方が

保育所などの申し込みと同時に必要度、そ

れから区分、期間など認定されて、その上

でそれぞれの必要な施設を利用していく

ということになっているかと思います。こ

の希望者のみに交付ということになるわ

けですけども、現状の事務の流れと、それ

から、希望者だけになった場合の事務の流

れがどういうふうになるのか、この支給認

定証の発行を希望されない方については、

保護者の方は保育料であるとか、区分であ

るとかいうことを知ることができるのか、

知る方策があるのかについて聞いておき

たいと思います。 

○市来賢太郎委員長 浅田課長。 
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○浅田こども教育課長 ただいまのご質

問に答弁を申し上げます。 

 支給認定証ですけれども、現在は保育所

の利用の際に認定の申請をしていただく

ことになります。申請されて、認定された

方全員について、交付を行っているところ

でございます。 

 今回、子ども・子育て支援法施行規則が

改正されまして、申請された方のみ交付さ

れるということで、改正がされました。申

請書の交付の申請をされない方につきま

しても、何らかの形で保護者の方に支給認

定情報をお伝えする必要があるというこ

とで、規則の中で、支給認定証の交付を希

望されない場合、支給認定情報の通知は保

育料の決定通知とあわせて通知するとい

うことで規定されております。これを受け

まして、本市でも保育料の決定通知にその

支給認定情報を包含させた形で通知する

ということで検討をしているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○市来賢太郎委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 支給認定証を希望されな

い方に対しては、保育所の申し込みに対し

て、あなたの保育料は幾ら幾らですよとい

う、保育料決定通知書の中に支給認定情報

を入れてお知らせをするというようなご

説明をいただきました。現状、４月までに

一斉受け付けを含めて、４月当初までに保

育所などへ入所申し込みをされる方はひ

としく認定等も受けられておると思いま

す。保育料決定通知書が送られる方という

のは、保育所の入所が決まった方だけかな

と思うんですね。認定を受けながらも保育

所に入れない。ことしも４月当初の１２８

名の方が保育所に入れないで待機してい

ただいている状況だったと思いますが、保

育の必要度があると認定はされながら保

育所がまだ決まってなくて、あなたは待機

ですよという方に対しての通知はどのよ

うになっていますか。 

○市来賢太郎委員長 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 待機となる方に

つきましては、保育料の決定通知は送付し

ないということで、別途、支給認定の情報

を記載した通知書を作成して通知すると

いうことで考えております。 

 以上です。 

○市来賢太郎委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 待機者が１００名を超す

状況にあるということ自体は、この解消と

いうのも図っていかなければならないと

いうことなんですが、きょうは条例案と直

接的ではないので、そこには触れませんけ

れども、待機されている方でも、摂津市が

あなたは保育の必要度がありますよ、認定

２号、３号という認定をし、保育の必要量

も長時間というふうに認定されて、しかし

施設がありませんので、ちょっと待ってく

ださいという方に対しても、あなたは保育

が必要な方として摂津市は認めているん

ですよということは、きちんとお伝えをし

ていかないといけないのかなと思います。 

 事務の簡素化という点では、当然そうい

ったものも図っていかなければなりませ

んし、実際の運用上、この支給認定証の活

用度と事務量とを比較した場合のてんび

んにはかったときに、事務量の簡素化とい

うことは理解ができますが、保育を必要と

している人たちに、その方の保育の必要度

の認定状況というのをきちんとお伝えす

るということは大切だと思います。事務簡

素化で支給認定証を発行しないことにな

っても、それにかわる何か書類をつくらな

きゃいけないというようなことは、それで
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本当に事務の簡素化になるのかなと、その

辺を疑問に思ったりするわけですけども、

今回の条例改正が事務の簡素化につなが

り、同時に保護者の方に保育の必要性をし

っかりと認識してもらいつつ、待機児童解

消のための手だてを市がしっかり責任を

持ってやっていくということを求めてお

きたいと思います。 

 以上です。 

○市来賢太郎委員長 ほかに質疑のある

方。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○市来賢太郎委員長 以上で質疑を終わ

ります。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時１０分 休憩） 

（午前１０時１１分 再開） 

○市来賢太郎委員長 再開します。 

 議案第５５号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 水谷委員。 

○水谷毅委員 それでは、子ども医療費の

助成の件について、ご質問させていただき

たいと思います。 

 今回のこの対象年齢の引き上げにつき

ましては、子育て世代の保護者初め、非常

に子育ての大きな支えになることであり

まして、少子化の対策のためにも本当に喜

ばしいことであると思っております。その

上で、対象年齢が引き上げになることにつ

いて、条例の改正ということであると思い

ますけども、その中で、１８歳までであっ

ても既に婚姻をされている方の手続的な

変更が入っておりますけども、例えば、保

護者が従来どおり代理で申請することが

できるのかどうか、それから、所得制限は

どう考えておられるのか、もう１点、小・

中学生ですと義務教育になりますので、告

知が比較的しやすいと思うんですけども、

１８歳までとなりますと、さまざまな立場

の方もいらっしゃいますので、その告知に

ついては心配なくできるのかどうか、この

点についてお聞かせください。 

○市来賢太郎委員長 石原部参事。 

○石原教育総務部参事 それでは、３点の

ご質問に答弁を申し上げます。 

 まず、１点目でございます。 

 今回の条例の中で、第５条のところで１

８歳まで引き上げに伴い、女子については

婚姻の可能性があり、婚姻した場合、医療

費助成の申請手続は保護者ではなく当該

本人が申請を行うということの旨を規定

するものということで、こちらのほうで規

定させていただいております。女子の方の

場合でしたら、１６歳から婚姻ができると

いうことですので、その方は子どもではな

く民法上成年擬制ということで、成年者と

同じ扱いということになりますので、その

方がみずから申請ができるということに

なる条文でございます。 

 それと、所得制限につきましては、１５

歳から１８歳到達年度末まで助成対象年

齢を引き上げるものですので、そこのとこ

ろは変わりはございません。 

 それと、周知の方法につきましては、今

回、議決をいただきましたら、広報誌、ホ

ームページ、または医療機関等でポスター

掲示をさせていただくなどをして、制度の

周知を図りまして、その後、予定では、平

成３０年１月ぐらいに、今回新たに対象者

となる方に申請書を送付させていただき

まして、それから申請の受け付けを開始し

ます。その後、平成３０年の３月末に医療

証を送付させていただきたいと考えてお

るところです。 
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 以上です。 

○市来賢太郎委員長 水谷委員。 

○水谷毅委員 内容は理解できました。 

 １点、親による代理申請についての質問

があったんですけども、それは可能なんで

しょうか。 

○市来賢太郎委員長 石原部参事。 

○石原教育総務部参事 窓口に来られた

ときの対応としては、そちらのほうも考え

ているところでございます。 

 以上です。 

○市来賢太郎委員長 水谷委員。 

○水谷毅委員 １８歳までとなると、ほと

んどは高校生の方が対象かと思うんです

けども、例えば野球をやっておられて、住

民票は摂津市にあるけども、他市、あるい

は他府県の学校に通学をされたりという

方もいると思うんですけども、そういう方

の対応はどのようにされるのかについて、

お聞かせください。 

○市来賢太郎委員長 石原部参事。 

○石原教育総務部参事 この条例の中で

は、そこに主となる生活の本拠地として住

基を置くものと考えておりますので、市内

に住民登録のある方に対して、このサービ

スを提供していきたいと考えております。 

 以上です。 

○市来賢太郎委員長 水谷委員。 

○水谷毅委員 具体的には、例えば他府県

の医療機関を利用された場合は、還付申請

であるとか、その点についてはいかがです

か。 

○市来賢太郎委員長 石原部参事。 

○石原教育総務部参事 他府県で医療機

関を受けた場合も、これまでと同様に還付

申請等で対応をしていきたいと思ってお

ります。 

○市来賢太郎委員長 水谷委員。 

○水谷毅委員 ここまで、理解できました。 

 今回は所得制限もないということでご

ざいますので、医療証を最初に申請をして

いただいて、医療機関を利用するときには、

その医療証を持っていっていただくとい

うのが流れになっていると思うんですけ

ども、所得制限もないということであれば、

基本的に全ての方になるということで、こ

の医療証の申請とか、医療証を医療機関に

持っていくとかいう作業というか内容を

割愛して、医療証なしでもできるようにと

いうことはできないのかどうか、お聞かせ

ください。 

○市来賢太郎委員長 石原部参事。 

○石原教育総務部参事 医療証につきま

しては、確かに所得制限もございませんの

で、全ての方が対象になることは間違いな

いと思います。ただ、申請主義のところで

動いておるところもありますし、医療機関

におきましては、それで初めて確認して、

手続をとるという形になるかと思います

ので、やはり医療証がなければ医療機関で

ありますとか、国保連合会でありますとか、

いろいろなところで影響が出る可能性が

出てまいると考えておりますので、医療機

関に医療証をもっていただくという制度

はこのまま踏襲していきたいと考えてお

ります。 

○市来賢太郎委員長 水谷委員。 

○水谷毅委員 申請主義ということであ

るんですけども、職員の皆さんも事務作業

が増えるわけでございまして、また今後の

課題にしていただけたらと思いますので、

よろしくお願いします。 

 以上です。 

○市来賢太郎委員長 ほかに質疑のある

方いらっしゃいますか。 

 安藤委員。 
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○安藤薫委員 この医療費助成制度につ

きましては、私どもも対象年齢の拡大を求

めて、ゼロ歳児無料化から運動もしながら

拡大を求めてきました。今や、各自治体そ

れぞれ、府内の自治体も含めて自治体間競

争というような形で対象年齢も拡大し、所

得制限も廃止をされて前進をしてきてお

りますが、一方で、これだけ地方自治体が

こういった制度充実で競い合っているよ

うな状況の中で、国のほうが一向にまだこ

ういった制度の基本となる部分について

は手をつけていないというところには大

きな問題があるのではないかなと思うん

ですね。こういう点について、制度充実を

図っていく自治体だからこそ言えるとい

うようなことで言えば、国に対してどこに

住んでいても子育て支援のための医療費

助成を受けられるというようなものにし

ていくという点で、国に働きかけを強めて

いきたいと思いますが、その点について、

初めにお聞きしたいと思います。 

 それから、今回の医療費助成の拡大は１

８歳まででございますが、ことし初め、第

１回定例会において、市長から、来年度４

月をもって、大学生世代、２２歳まで対象

年齢を拡大していくというような方針も

示されています。恐らく第３回定例会でそ

ちらの対象年齢拡大であるとか、所得など

をどうするのか、細かいものが議論された

上で出てくるのかなというふうに思いま

すけれども、同じ時期にスタートさせる上

で、分けて条例が出されてきております。

周知のお話がありましたけども、周知のタ

イミングによっては非常に混乱を招く可

能性もあるんではないかなと思いますが、

その点についてもお聞かせをいただけた

らと思います。 

 それから、今回、高校卒業までというこ

とであります。府内の自治体を見てみます

と、高校卒業まで所得制限なしで、現６月

の段階で、私どものほうで調べたところに

よりますと、２市１町になるのかなと思い

ますね。摂津市が市で言えば３つ目になる

のかなと思うんです。ですから非常に先進

的な取り組みだと思うんですけども、同時

に、中学校卒業まで対象年齢を拡大した一

昨年の秋の議会では、入院時食事療養費に

ついて、廃止となる議案が可決されました。

後に議員提案によって改正されて、所得制

限が設けられた上で一部助成されるとい

うことになりました。ただ、この入院時食

事療養費の助成について、助成をしていな

い市は２つ、まちでは１つ、一部助成は摂

津市ということで、ほとんどの自治体では、

入院したときの食事代の助成は継続され

ていると思うんです。対象年齢を拡大し、

所得制限をなくすということは非常にい

いことだと思うんですが、入院したときと

いうのは、より治療費もかかってきます。

来年の４月には１食代の食事代が現在の

３６０円から４６０円に上がると思いま

す。１日３食、赤ちゃんからお年寄りまで

４６０円ですから、１，３００円、１，４

００円ぐらいかかってきますね。医療費助

成、子育て支援で医療費の助成をするとい

うのであれば、一番お金の心配がある入院

したときの食事代の助成制度を廃止した

ということは、これは逆行したものでない

かとこの間も指摘をしてまいりました。 

 今回、対象年齢を拡大していく議論の中

で、入院時食事療養費、一旦は廃止されま

したけども、これを復活させていくという

ような考え方は現状としてどうなのか。そ

の３点について聞いておきたいと思いま

す。 

○市来賢太郎委員長 石原部参事。 



- 7 - 

 

○石原教育総務部参事 まず１点目です。

国への働きかけということでございます。 

 子育て支援施策としては、やはり全国に

広がればいい制度かなと考えております。

いろいろな要望等、そういう機会もあれば

やっていきたいというところもあります

し、ただ一方で、やはり使い方によっては

医療費の増大ということも言われている

中でもあります。財源の問題もいろいろ出

てこようかと思いますけども、やはり子育

て支援施策としては必要な施策ではない

かというふうに考えておるところでござ

います。 

 それと、２２歳のところについてでござ

います。 

 今回、１８歳までの助成対象年齢の引き

上げということで、当初の市政運営方針の

中でも、第３回定例会の中で２２歳までを

対象とした大学生等への医療費助成制度

の創設を目指すということで、第３回定例

会を目指して、今、対象者また制度内容に

ついて慎重に検討している段階でござい

ます。この１８歳の件と大学生等の医療費

助成のことについて、周知等について市民

が迷うことのないように、そこはしっかり

と取り組んでいきたいと考えております。 

 入院時食事療養費の件につきましては、

先ほど安藤委員が言われたとおり、これま

での経過がございます。やはり、市全体の

施策をやっていく中で、所得制限を外して、

前回、中学生までの拡大をさせていただき

ました。その中で単独扶助費の見直しを行

ったという経過がありまして、そこで今回、

高校生までの年齢拡大をしていくという

ことになりますので、やはり、この入院時

食事療養費の補助制度、市単独扶助費につ

いては、今のところは拡大ということを考

えていない状況です。 

 以上です。 

○市来賢太郎委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 国への働きかけは、その都

度、ぜひ強く北摂市長会、大阪府市長会な

どを通じて働きかけを強めていただきた

いと思います。 

 財政的なことで、医療費助成制度を拡大

することで医療費増大というようなこと

を、今、部参事からもありましたけども、

医療費の増大が現にあったのかどうなの

か、各自治体がここまで拡大をしてきてい

るわけですから、それは、求める側がそう

いう心配をして国に言う必要は逆にない

わけであって、既に地方自治体が先進的な

事例をも積み重ねてきてやってきている

ということを示して、国に実施を求めてい

ただきたいということを申し上げておき

たいと思います。 

 ２２歳まで拡大と２段階という形にな

っておりますので、次、高校生世代までと

大学生世代までといろいろな議論がある

かと思います。その点は、次の議会できち

んと議論していくことになると思います

けども、要望しておきたいのは、もちろん

自治体と自治体との中で競争も激しいで

すし、子育て世代の支援をすることによっ

て人口流出を防ぐとかいう、人口ビジョン

の中の１つの一環の施策としても考えて

おられる部分もあるのかもしれませんが、

一番の目的は、やっぱり摂津の子どもたち

の健やかな成長であるとか、それから、経

済的に非常に困難になってきている子育

て世代をしていくというところに目を向

けていただきたい。 

 先般、文教常任委員会で東京都荒川区に

子どもの貧困対策で視察に行ってまいり

ましたけれども、まずは、子どもたちの利

益をどう見ていくのか、子育てをしやすい
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まちをどうやってつくっていくのかとい

う観点から議論をしていただきたいと。子

ども医療費助成はもちろんのことであり

ますが、今、子どもたちが置かれている状

況、見えにくい貧困ですね。プライバシー

にかかわる問題をどうやって実態を把握

して、その貧困の実態が表にあらわれない

ような形で、表にあらわれないというのは

おかしいですけども、子どもたちに貧困と

いうことから成長を阻害するような状況

にならないようにするためにどうするの

かというような研究と、その研究結果に対

する手だてというのが荒川区ではうたわ

れているという説明を受けて、やっぱりき

ちんとした議論と、それから、その議論と

の裏づけによって出されている施策なん

だなと感じました。子ども医療費助成は大

事だと思いますが、同時に子どもの成長や

子育て支援全般にわたってどうあるべき

かという議論の中で、この医療費助成制度

ですね、議論も拡大に向けて頑張っていた

だきたいと申し上げておきたいと思いま

す。 

 それから、入院時食事療養費についてで

すけども、考えておられないということで

ありますが、考えてほしいです。所得制限

を撤廃して、対象年齢を拡大することは経

済的な支援をするということであります。

入院をするというのは、何度も言いますが、

大変精神的にも、それから、子どもの置か

れている状況から見て、保護者の思い、そ

れから経済的な心配も同時に持ちながら

治療に当たっていかなければなりません。

まさに、入院したときこそ、こうした医療

費助成制度の役割が重要になってくると

思いますので、対象年齢拡大の議論の中で、

入院時食事療養費は、国、大阪府のほうが

削ってきているとは言いますが、対象年齢

の拡大では自治体が先行して先進的に国

をリードしようとしているわけですので、

後退していく中で踏ん張るということは

大事なことだと思います。これは強い要望

にしておきたいと思いますので、部長にそ

のことだけもう一回お伺いしといておき

たいと思います。 

○市来賢太郎委員長 北野教育次長。 

○北野教育次長 ご質問の中に国での制

度の問題であるとか、いろいろなお話がご

ざいました。もともとこの医療費助成制度

というのは、都道府県の制度が根っこにあ

ったと思います。そんな中で、都道府県が

まず始められて、その財源について、例え

ば国が地方交付税上どう見るんやという

議論は多々ございました。そんな中で、今、

おっしゃったとおり国はこの医療費助成

制度に何も光を当てていないという現状

がございます。 

 いろいろご要望をお伺いしました。我々

もいろんな制度上の問題点とか、財政上の

問題点とか、いろいろ行政改革の項目の中

で随分議論をいたしたところでございま

す。やはり、税の所得の分配機能ですね。

こういうことを考えるとするなら、所得制

限を撤廃する、あるいはそこの部分にどの

ぐらいの制限を入れるんだと多々いろい

ろ議論があった中で、入院時食事療養費に

ついては、一定やっぱり弱者に光を当てる

ということで、撤廃したものを非課税の方

に限って対応するという措置をとらせて

いただいたという現状もございます。そう

いった中で、我々はやはり弱者に光を当て

るような制度設計と、今、ご指摘もござい

ましたけど、子どもの貧困問題もしかりで

ございますので、そこに向けてどういった

制度設計がいいのか、今後も研究、検討し

てまいりたいと思います。 
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 以上でございます。 

○市来賢太郎委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 入院時食事療養費につい

ては、またいろいろとご要望も申し上げて

いきたいと思いますが、所得制限を撤廃し、

対象年齢を拡大していくということは、所

得の再分配という考え方プラスアルファ、

子育て支援を摂津市が考え、充実していく

んだよということで進められているんだ

と思うんですね。その同じ制度の中で、所

得制限を設けるということの矛盾はある

のかなと思っています。その点は申し上げ

ておきますが、次の拡大の議論の中で、入

院時食事療養費を含めて、そういった子育

て支援を含めて議論をしていただきたい

と、再度要望して終わります。 

○市来賢太郎委員長 ほかに質疑のある

方。 

 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 それでは、質問させてい

ただきます。 

 私、前回の議会で、代表質問でこの２２

歳子育て支援という形で、医療費助成制度

ということに対して質問させていただき

ました。この１８歳までの医療費助成、こ

れは私の心の中では１００歩譲って、これ

には賛成という形をとらせていただきた

いと思うんですけど、ただ、福祉の充実は

していかなあかんけど、福祉が行き過ぎる

のは、決してよくない。特に、今回のこう

いう医療費助成ということになってきた

ら、いろんな近隣というか、多くの地方自

治体において影響を及ぼす状況が生じる

かもしれないから、私の関係の市長の方々

にいろいろ話を聞きました。非常に横にら

みで、しっかりと周りの状況を把握しなが

ら進めていかなあかん施策と違うかとい

うような返事をいただいたんです。義務教

育課程において、医療費助成というのは、

理解しているんですけど、１００歩譲って

高校ということになってきたら、これもほ

ぼ１００％近い方々が高校に行っておら

れる。そういうことから考えますと、準義

務教育という観点から、こういうことを１

００歩譲ってそういう形も考えていく必

要があるなというふうに、各市長さんのお

言葉いただきましたんですけど、私が代表

質問をしてから現在に至るまで、いろんな

方々にこの件をやっぱり投げかけていき

ました。私の周辺の方々は、２２歳が子ど

もであるかというような疑問がやっぱり

生じるわけですよね。さまざまなそういう

形でいろんな問題が惹起している。子ども

という水準は一体何か。先ほどの石原部参

事のご答弁にありましたように、女性は１

６歳から結婚ができる。結婚したら、それ

はもう成年という形になる。そういうこと

から考えますと、これは１０月の議会でそ

ういう形で上程されると聞いていますけ

ど、非常に矛盾が生じるん違うかというよ

うなことを、やっぱりいろんな方々から意

見聞いているんです。 

 少し限界があると思うんですけど、市長

にこの辺のお話をお聞きしたいと思うん

です。市長を呼んでいただいて、現在まで

どのような議論がなされて、市長のお考え

は来年度、２２歳のそういう形の医療費助

成をまだ思っておられるのか。それやった

ら、具体的にどういうような観点から、そ

れを例えば大学生はするのか、それから、

例の所得制限をするのか、細かい議論はど

こまでなされているのか、お聞きしたいと

思うんですけど、委員長、よろしくお願い

したいと思います。 

○市来賢太郎委員長 暫時休憩します。 

（午前１０時３５分 休憩） 
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（午前１０時４７分 再開） 

○市来賢太郎委員長 再開します。 

 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 市長、済みません。何か

あったら呼んでくださいと言うてはった

ので呼ばせていただきましたけど、私は、

福祉は充実させなあかんと思うんですよ。

しかし、充実、行き過ぎは決してよくない

と私は思います。この１８歳の医療費助成

に関して、私も基本的には義務教育課程に

おいて、やっぱり保護の状況に及ぶ中で、

いろいろ助成するのは当然の話やと。１０

０歩譲って１８歳、ほぼ高校生ですよ。ほ

とんど１００％の方々が高校へ行くとい

うことで、準義務教育というふうに判断し

た中で、１８歳の医療費助成というのは１

００歩譲って私は賛成したいと思います

し、それから、いろんな情報を得ますと、

近隣の他市においても、将来的には、この

１８歳医療費助成にやっぱり向かってい

くやろうということをいろいろと聞いて

おります。 

 市長は過去において、先駆けをせなあか

んという形を言うておられたと思うんで

す。この福祉に関して、例えば子育て支援

ということから考えましても、それから、

摂津市に流出を食いとめるという形にお

いても、まずは手を打たなあかん。その先

駆けをするというような形を言うてはっ

たと思います。先駆けをすることは、結局

率先してほかが全部そういう形で後追い

で施策をつくっていくということが本来

の先駆けになると思うんですが、２２歳の

医療費助成というのは、私の代表質問の答

弁の中でも、これからじっくり練っていか

なあかんし、いろんな観点からいろんな議

論をせなあかんということを言っておら

れたと思うんです。 

 この前も荒川区に行ったときに、どなた

か知らんけど、２２歳の医療費助成という

ことで摂津市は先駆けてやるということ

で、ぶっちゃけ、その担当の方々が笑いは

りましたんですよ。これはやっぱりちょっ

と違和感を持ってはるなというのを私は

感じたんですけど、そういう点で、文教常

任委員会やから子育て支援という形を中

心に言わなあかんねんけど、子どもたちの

流出という、若い世代の流出ということを

考えた１つの歯どめということで代表質

問で言われた中で、本当にツボを得た施策

かなと私は疑問が生じたわけです。市長も

非常に肩こりがきついお方ということを

知っていますよ。私も肩こりがきつい。ツ

ボを押してもらって初めてその肩こりに

効くわけであって、ツボのずれたところを

一生懸命押さえられて、逆に体調崩してし

まうようなこともあると思うんですけど、

そういう点で、この２２歳までの医療費助

成に関しては、非常に僕は疑問を持ってい

るんですけど、そのご答弁の中で、さまざ

まな議論をしていくという状況を言われ

た中で、現時点で、市長はどのようにお考

えかということをお聞かせ願いたいと思

います。 

○市来賢太郎委員長 渡辺委員、今回の件

で言うと、１８歳までの拡充という形なの

で。 

 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 だから、それはそうやね

ん。 

○市来賢太郎委員長 ２２歳までの拡充

で言うと、市長からのご意見をいただくと

いうことで。 

 市長。 

○森山市長 渡辺委員の質問といいます

か、ご意見拝聴いたしまして、私のほうか
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らも思いを述べさせていただきます。 

 代表質問のときも、この件について触れ

られておりまして、私からお返しする時間

がなかったようですので、この際少しだけ。 

 １つは、医療と、それから学費といいま

すか、これはみんながどこ行っても同じ条

件で公平にというのは僕は理想だと思い

ます。それには、やっぱり国といいますか、

府といいますか、ここがしっかりとそうい

う目線を持ってくれればそれでいいんで

す。なかなかそうはまいりませんので、こ

の自治体間でいろいろな知恵絞って、いろ

んなことで競争みたいなことになってし

まうんですけど、よくないんですけれども、

いろんな施策を打っています。 

 それで、今、日本の社会の中で一番の深

刻な状況、これもしょっちゅうあちこち行

っていますけど、人口減少問題だと思いま

すが、もう１つのテーマが、これも最近特

に言われるようになったことですけれど

も、前からそうでもあったんですけれども、

特に言われるようになったのが貧困格差

ということだと思います。この人口減少問

題と貧困格差、この２つが今一番マスコミ

でもどこでも、国でも言われているという

ことで、摂津市は人口減少を問題と捉えて、

４つの行動指標を示して、いろんな施策に

これから取り組もうということで新年度

スタートをしました。３つのテーマ、安全、

安心、子育て支援と、それだけじゃなくて、

特に何回もいいますが、貧困格差という話

をどういう形でマッチングさすかという

ことで、所信表明の中では横ぐしをさすと

いうような表現をしたと思いますけれど

も、いろいろ考えた中で、健康づくり、医

療費助成というところに落ちついたこと

は１つのポイントでございます。 

 ご案内のとおり、摂津市は所得層の高く

ない方が半分以上占めるという現状にあ

ることはご承知のとおりだと思います。１

８歳までは子育て支援ということで、今回

条例のご審議をいただいております。広い

意味では子育て支援になるかもわかりま

せんけれども、私は、例えば、ひとり親家

庭とか、一生懸命にお母さんが働きながら、

大学に行きたい、行かれへん、そんな方も

たくさんおられると思うんですけれども、

そういったところにも目を向けられたら

なと。いろんな方法があると思いますが、

そういう意味での子育て支援、大きくは子

育て支援ですけど、学生支援といいますか、

そういう形に捉えていただけないかなと。

ただ、前もご指摘がありましたけれども、

福祉とか、こういうのは言葉はよくないで

すけれども、ばらまきになったらいかんと

思いますね。だから、やっぱりきちっと必

要なところに、そして弱いところにしっか

りと手当てをするという意味からいうた

ら、これからの２２歳までのあり方につい

ては、やっぱりしっかりと考えて、せっか

く先駆けてやるのに、いろんなご意見をい

ただくということは非常に残念なことで

すから、極力なるほどなと言っていただけ

るように、やっぱり形は整えたいなという

ことで、今、教育長以下、担当にはしっか

りとその辺、今の国の動き、近隣、いろん

な取り組みを考える中で考えるようにと

研究をさせております。私自身も、ばらま

きという言葉にならんようにせないかん

ということで、一定の条件を厳しいか、い

や、なるほどなと言われるのか、わかりや

すい条件をつけて考えたところで、今のと

ころどんなんやねんと言われると、余り

軽々にはまだ発表する段階ではありませ

んけれども、また議員からも知恵をおかり

して、何かいい方法を見出したいと思いま
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すので、どうぞよろしくお願いします。 

○市来賢太郎委員長 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 市長、ありがとうござい

ます。 

 私も今期で任期が終了するんで、その辺

だけきっちりお考えをお聞きしたいとい

うような形で呼ばせていただきました。今

後、私がこっちに戻ってこれるかどうかわ

かりませんけど、この１０月上程というこ

とになったら、もしくは戻ってこられたら、

しっかりとその辺は議論の中でやってみ

たいと思いますので、これ以上はもう何も

ありませんので、以上です。 

○市来賢太郎委員長 暫時休憩します。 

（午前１０時５８分 休憩） 

（午前１０時５９分 再開） 

○市来賢太郎委員長 再開します。 

 以上で質疑を終わります。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○市来賢太郎委員長 討論なしと認め、採

決に移ります。 

 議案第５４号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○市来賢太郎委員長 全員賛成です。 

 よって、本件は可決するべきものと決定

いたしました。 

 議案第５５号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○市来賢太郎委員長 全員賛成です。 

 よって、本件は可決するべきものと決定

いたしました。 

  暫時休憩します。 

（午前１０時５９分 休憩） 

（午前１１時 ２分 再開） 

○市来賢太郎委員長 再開します。 

 請願第１号の審査を行います。 

 紹介議員からの説明を求めます。 

 増永議員。 

○増永和起議員 本日は、中学校給食に関

する請願のためにお時間をとっていただ

きまして、本当にありがとうございます。 

 それでは、よりよい中学校給食を求める

会から出された請願文書の紹介議員とし

て趣旨説明をさせていただきます。 

 摂津市は、２０１５年６月から中学校給

食を実施、その方式はデリバリー方式選択

制をとってきました。この２年間の喫食率

は初年度４．７３％、２年目の２０１６年

度はさらに下がり３．７％となりました。

摂津市が目標としている３０％の喫食率

からはほど遠い状況です。この中学校給食

実施に先駆けて、２０１２年、摂津市はア

ンケート調査を行い、保護者の８割は小学

校のような自校方式、全員喫食を望みまし

た。しかし、摂津市はデリバリー方式選択

制の中学校給食を推し進めてきました。 

 ２０１２年１１月から２０１３年１月

にかけて、中学校給食検討委員会が設置さ

れ、検討が行われましたが、検討委員会と

して望ましい方式を決定するには至りま

せんでした。保護者代表が自校方式、全員

喫食を求め、デリバリー方式選択制では意

見が統一できなかったからです。検討委員

会は方式の決定を市及び教育委員会に委

ねましたが、提言の中でデリバリー方式選

択制にする場合、給食実施後も家庭弁当を

持参できない生徒が本事業を活用できて

いるか、今後の検証を求めました。また、

中学校給食の自校方式、全員喫食を求める

保護者の意見が多いことも考慮し、デリバ

リー方式選択制での実施後も全員喫食や

就学援助制度の導入が引き続きの課題で

あるとしました。 
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 デリバリー方式選択制ではアレルギー

対応ができないことも検討委員会の中で

問題だと指摘されました。その後、摂津市

はデリバリー方式選択制での中学校給食

実施のために２０１３年８月から２０１

４年３月、摂津市デリバリー方式選択制中

学校給食検討委員会を設置し、具体的な検

討を求めました。この検討委員会でもアレ

ルギー対応については実施後も検討する

ことが協議検討結果として書き込まれま

した。こうして、２０１４年８月に出され

た摂津市中学校給食の導入に係る基本的

な考え方にもアレルギー対応など、アンケ

ート調査の実施、検討が課題として引き継

がれることになったわけです。 

 摂津市のデリバリー方式選択制中学校

給食は、保護者、市民のしっかりとした了

解のもとに始まったものではなく、当初か

ら見直し、検討が必要なものとされてきた

のです。課題とされた温かく提供すること、

アレルギー対応や就学援助制度の利用も

解決できていません。本来、給食は学校給

食法に基づき、教育の一環として全員に実

施すべきものです。摂津の中学校給食事業

には、２０１３年からの導入事業もあわせ、

約５，５００万円の費用がかかっています。

３．７％の喫食率では公平性の観点からも

問題があります。見直しを図るべきではな

いでしょうか。 

 今年度末に委託事業者の契約が終了す

ると聞いています。当初から多くの保護者

が望んだ自校方式、全員喫食への転換を今

こそ図るべきだということを申し上げて、

趣旨説明とし、請願項目を読み上げます。 

 請願項目１．２年間の“デリバリー方式

選択制中学校給食”を、市民参加で検証で

きる仮称「検証会議」を設置し、見直して

ください。２．全員喫食にしてください。 

３．就学援助制度を導入してください。４．

小学校と同じように、学校内で調理された

温かくアレルギーにも対応した中学校給

食にしてください。 

 以上で、趣旨説明を終わります。 

○市来賢太郎委員長 説明が終わり、質疑

に入ります。 

 水谷委員。 

○水谷毅委員 中学校給食についての請

願について、お話をさせていただきたいと

思います。 

 今月で実施をされましてから２年が経

過しました。私ごとになりますけども、我

が家にも家を出ましてひとり暮らしをし

ている子どもがおります。そういう意味で

は、きちんと食事をとっているのかとか、

栄養があるものを食しているのか、そうい

うことを心配することもございます。一人

の親として、今回、請願を出された方々も、

子どもや孫を持つ保護者であると考えま

すので、請願された皆様の子どもを思う気

持ちについては十分に理解ができるとこ

ろでございます。 

 その上で、２年がたったわけですけど、

その準備のためにはもう少し前からいろ

いろ動いておられたと思います。そういう

意味で、可能であれば理事者の方の今まで

の経過であるとか、理事者の方にもお聞か

せいただけたらと考えるわけですけども、

委員長、いかがですか。 

○市来賢太郎委員長 この後、理事者から

の意見聴取を行う予定になっています。 

 水谷委員。 

○水谷毅委員 わかりました。では、その

際にさせてもらいまして、私の思いとして

は、第一にそういう思いでおります。 

 以上です。 

○市来賢太郎委員長 ほかに質疑のある
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方。 

 安藤委員。 

○安藤薫委員 それでは、幾つかお聞きし

ておきたいと思います。 

 今回、よりよい中学校給食を求める会の

皆さんから、まずはこの２年間の中学校給

食の現状、それから問題、当初から検討が

必要とされてきたものなどについての検

証をまずしてくださいということ、それか

ら、選択制ではなく全員給食にしてほしい。

小学校と同じように学校内でつくった、ア

レルギー対応もした経済的な理由で注文

ができない子どもができないように就学

援助制度にも対応してほしいというよう

な請願項目が出されました。 

 私も、この中学校給食の検討段階から大

阪府が中学校給食導入補助金制度を発表

する前から、小学校と同じような中学校給

食を摂津市にも教育委員会にも求めてき

ましたので、請願の中身については十分理

解できます。そういった立場を鮮明にしな

がら質問していきたいと思いますが、まず

最初に、請願者のよりよい中学校給食を求

める会について、この間のいろんな運動等

についてご紹介をいただきたいと思いま

す。 

 それから、もう１つは、請願の趣旨説明

の中にもありましたが、現状、喫食率、平

成２８年度は３．７％、学校によったら０

点数％ということで非常に低い状況にな

っています。これも当初、一昨年の６月ス

タート時点から比べますと、時を経ること

に喫食率が下がってきているという現状

です。請願者は、下がってきている現状、

それから、摂津市が目標としていた３０％

の喫食率にもほど遠いという現状、加えて、

先ほどもご説明がありましたように、中学

校給食の検討段階で保護者の方や子ども

に対して行ったアンケートの中に、８割の

保護者が中学校給食を要望しているとい

う結果が出ていることと比べて、現状との

乖離について、なぜこんなふうになってい

るのかということをどのように考えてお

られるのか、お考えをお聞かせいただけた

らと思います。 

○市来賢太郎委員長 誰にお聞きになら

れますか。 

 安藤委員。 

○安藤薫委員 増永議員に聞きます。 

○市来賢太郎委員長 増永議員。 

○増永和起議員 それでは、安藤委員のご

質問にお答えをさせていただきます。 

 まず、よりよい中学校給食を求める会と

いうのは、どういう団体かというお話でし

た。２０１２年に摂津市が中学校給食を開

始するので、説明会というのを保護者や地

域の市民に向けて各所で開きました。その

ときに、たくさんの方がそれぞれ参加され

ていたわけなんですけれども、保護者の皆

さんや市民は、待ちに待った摂津市の中学

校給食が始まるんだということで、期待を

持ってその場に集まられたんです。小学校

のような給食が始まるんだと思って、説明

を聞くと、その中身はデリバリー方式選択

制中学校給食だという説明を受けまして、

非常にショックを受けて、どうしてですか

というような声が相次ぎまして、その中で、

何とか小学校のような給食を中学校でも

実現してもらえないかということで、保護

者や市民が集まって、よりよい中学校給食

を求める会を結成しました。 

 その説明会の後、数か月で１万筆を超え

る自校方式、全員喫食の中学校給食を求め

る要望署名を集めました。さらに、２０１

３年１月の最終提出数は１万４，４９３筆、

これを提出しております。その後も会は継
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続し、粘り強く市と懇談をしたり、いろい

ろ要望を出したりという活動を今まで行

ってまいりました。 

 これが１点目のお答えです。 

 ２点目、３０％の目標を立てているのに

喫食率が下がってきていると、また、最初

のアンケートで保護者は８割は小学校と

同じ中学校給食を求めていたという問題

で、この喫食率の乖離というお話でござい

ました。 

 喫食率が低下しているということにつ

いて、摂津市もいろいろと努力をされてき

たとは思っています。試食会を行ったりと

か、メニューを工夫したりとか、カラーの

チラシをつくって、それで宣伝をいろいろ

したりとか、いろんなことをされてきたと

いうことは私たちも聞いております。 

 しかし、もともと保護者が中学校給食は

小学校のようにということを求めており

まして、デリバリー方式選択制中学校給食

ということは、保護者の願いからは外れて

いたわけです。いろいろ努力をしても、喫

食率が上がらないというのは、そもそもの

ニーズにやっぱりこたえていないからな

のではないかなと私は思っております。 

 喫食率３０％というのは、摂津市が自宅

からお弁当を持ってきていない子どもた

ちが大体そのぐらいいるというようなこ

とを当初説明しておられました。だから、

３０％なんだというふうに聞きました。し

かし、今の喫食率ですと、その説明にあわ

せて考えると、お弁当を必要とする、本来

ならば弁当を持ってこれない子どもたち、

給食を必要とする子どもたちにその給食

は届いていないということになると思い

ます。第四中学校が一番喫食率が低くて０．

５％なんですけれども、隣におります弘議

員が第四中学校の子どもたちの調査をし

たところ、２４時間営業の安売りスーパー

が学校のすぐ近くにあるんですけれども、

登校前にそこに子どもたちがパンやおに

ぎりを抱えてレジに並んでいるというよ

うな姿も見ております。 

 市はお弁当を持ってこられない子ども

たちに利用してほしいということなんで

すけれども、就学援助制度も使えない、そ

れから、またデリバリー方式選択制だと予

約申し込みが必要ですね。そういうことで

は貧困家庭やネグレクトというような問

題には対応ができないのではないかと考

えます。 

 今の子どもの貧困の問題は社会問題に

なっておりますけれども、貧困家庭の子ど

もたちだけを集めて給食を食べさせると

いうふうなことはできません。全員で食べ

る給食になってこそ、どんな家庭であるか

にかかわらず、子どもたちに給食がしっか

りと行き渡るということではないかと考

えております。保護者の思いに沿った給食

が必要ではないかと思います。 

○市来賢太郎委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 先ほど水谷委員からもお

話がありましたように、子どもを持つ親と

して、または孫の成長を考える高齢者の皆

さん、市民みんなが摂津市の子どもたちが

健やかに成長してほしい、豊かな学力も確

かな学力も身につけてほしいという中で、

中学校給食に期待されてきたけども、喫食

率が上がっていないというのは、いろんな

努力をしていただいているんだけれども、

その努力が先ほどの渡辺委員のお言葉を

おかりするとすれば、ツボを押さえていな

いのではなかったのかなというようなご

答弁だと思います。 

 次に、請願項目について聞いていきたい

と思うんですけども、１項目の検証会議で
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すね。おっしゃるように、今年度末に委託

契約が契約満了を迎えます。来年の４月か

ら、また契約更改に向けて、いろいろ議論

がされていくことになるんだというふう

に思うんですけど、それにあわせた形で、

検証会議を持ってほしいというような中

身であります。 

 公費を投入して進めていく事業であっ

て、しかも当初の目的に達していないよう

な事業を継続する上では、やはりきちんと

した検証が必要だということは当然のこ

とであります。あわせて、この中学校給食

を導入する段階では、本当に丁寧に、丁寧

にと言ったらおかしいですが、段取りでい

きますと、最初は学校給食会の中で中学校

給食についての議論がされました。それを

受けて、今度は中学校給食検討委員会が開

かれて、保護者代表の方も入って、栄養士

や校長会の校長先生も入り、いろいろな方

が議論をされました。中身については十分、

不十分はありましたけれども、そういう議

論を重ね、アンケートもやり、アンケート

結果をまた各学校で説明会を開き意見を

もらう。その上で決定したのがデリバリー

方式選択制でしたが、その進め方の中身に

ついてもデリバリー方式選択制の検討委

員会を開くと。非常に市民の参加を保障し

ながら議論をやってきたものであります

から、検証についても市民参加でやってい

かなければならないと私のほうは思うわ

けですけれども、この検証会議について請

願者の方々がどのようなものをイメージ

しておられるのか、その点にいて、増永議

員、わかりましたらお教えください。 

○市来賢太郎委員長 増永議員。 

○増永和起議員 請願項目に書いていま

す仮称「検証会議」ですけれども、どうい

うものかということのお問いに答えさせ

ていただきます。 

 今、おっしゃられたように、今まで検討

委員会を重ねてきているわけですけれど

も、やはり保護者や市民の率直な声が反映

されるような検証会議でないと、やはりそ

れはやってもそれだけのものにならない

と思うんです。趣旨説明でご紹介した中学

校給食検討会議、これがその提言でござい

ますけれども、この提言は先ほど申しまし

たように、この検討委員会としてはどうい

う形態にするかということを決めきれな

かったんです。デリバリー方式選択制の方

向でというのは市の事務局が持ってきて

いた形なんですけれども、それに対して保

護者の皆さんがやはり反対だということ

で唱えられて検討会議はまとまらなくて、

市や教育委員会に形態について委ねます

と、デリバリー方式選択制というのを市が

思っているんだったら、そこに重大な問題

があったら考え直してくださいという提

言になっているんです。ところが、重大な

問題があるじゃないかということで、その

提言についても２人の保護者代表として

出ておられた委員から、この検討委員会と

提言についてということで文書が出され

ておりました。２０１３年１月１８日付で

お二人とも書いておられますが、女性の保

護者代表の方からは事務局主導での進め

方で異論あり、初めからデリバリー方式選

択制についての検討委員会になっていた

ので、どんな中学校給食がよいのかという

本来の検討委員会の内容になっておらず、

提言には私たちの意見が盛り込まれてい

ません。再度、検討委員会を組織し、子ど

もたちにとってどんな中学校給食がよい

のかという本質的な問題を検討すること

を要求しますという文書で訴えられてお

られます。もうお一方、男性の保護者のほ
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うからも出ております。まず、一番強い思

いとしては、この給食が誰のためになされ

ようとしているのか、その中心であるべき

中学校の生徒たちのことが第一に考えら

れていないことが問題であること。第二に、

検討委員会とは名ばかりになってしまっ

ており、出された意見が反映されず、本来

生徒たちの立場で考えていただくべき教

育委員会の方々が行政側の推し進めたい

方向に話をまとめるためにこの委員会を

利用されているような印象を持ったこと

です。当事者である中学生の生徒たちのこ

とを中心に考えてのものではなく、予算に

合わせてとりあえず実施という状況が見

えてきます。貴重な予算を使って行う事業

にとりあえずでは困ります。実施に向けて

さらなる検討が必要であるのは明白です。

もう一度、検討委員会を組織し、今後は具

体的な実施に向けての検討がなされるよ

う望みますというような文書を、この検討

委員会の中で最後に出されております。こ

ういうような結論ありきで進めるという

ことが、やはり後々今の喫食率の低下とか

そういう問題にも私はつながってきたの

ではないのかなというように思いますの

で、今度ここに書いております検証会議も、

やはり保護者や市民がしっかり参加をす

る、公募などいろいろ形態は工夫していた

だいたらいいと思うんですけれども、その

中で子どもの利益を最優先にして、給食と

は本来どういうものであるのか、どうある

べきか、そういう根本の問題からしっかり

摂津市の中学校給食を検証して今後のあ

り方を考えていく会議にしていただきた

いと思っております。 

 以上です。 

○市来賢太郎委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 いろいろな検討委員会を

設けられて実施された中学校給食ではあ

りましたが、それぞれの段階でどうしても

結論ありき、市民参加が保障はされていた

ものの参加した市民の意見がきちんと反

映されていたのかどうなのかという点で

は、その当時の検討委員会に参加された保

護者代表の方、２人の保護者代表の方の中

から２人とも進め方に違和感を持ってお

られた。もちろん私もその検討委員会を何

度か傍聴に行きましたけれども、本当によ

りよいものにしていこうということで前

向きな議論をされていたのは覚えていま

す。しかし、保護者の率直ないろいろな要

望であるとか意見等が十分に議論されな

いまま検討委員会の提言が取りまとめら

れるという段階になって、やむなくこのよ

うな提言に対する意見書という形で示さ

れていたのかなというふうに改めて思う

わけです。そうした中で進められてきて、

しかし、２年たった状況がこういう状況に

なって、当時心配されていたことが現実の

ものになっていると。しかもデリバリー方

式選択という中学校給食の方式をとって

いる自治体というのは、大阪府内でもそん

なに多くありません。しかも、デリバリー

方式選択制をとった自治体でも喫食率が

進まない、当初の目的が達せられないとい

うことで全員給食のほうにシフトしてい

くと、いろいろな見直しが進められている

というような報道も見ております。当初、

デリバリー方式選択制で後発の摂津市は、

先進的なデリバリー方式選択制を勉強し

てよりよいもの、できるだけ全員喫食につ

ながるようなものに変えていきたいんだ

というような説明を再三されていました

が、残念ながらそうなっていないというこ

とで請願者の思いはよくわかります。ある

べき中学校給食、私は全員給食、小学校と
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同じように自校調理の安全で温かくおい

しい給食、小学校の給食は大変評判がいい

です。そういった給食を全ての中学生に提

供していくのが、教育的な観点という点か

らもそうです、それから食の安全という点

からも、それから栄養バランスのとれた子

どもたちの成長という観点からも非常に

重要、見えにくい貧困家庭の子どもで誰が

どうなのかわからない中でもみんなで食

べていただくということが非常に重要で

はないかなというように思っております

が、ここに全員給食と選択制から全員給食

へ、またデリバリー方式選択制から自校調

理へということで求められておりますが、

あるべき中学校給食について、また見直し

の方向について、保護者の方々のどんな声

が上がっているのかを含めて、請願者の思

いを代弁していただけたらと思います。 

○市来賢太郎委員長 増永議員。 

○増永和起議員 あるべき中学校給食に

ついてというお問いでありました。学校給

食法というのがございます。学校給食法は、

第１条で目的を掲げております。この法律

は、学校給食が児童及び生徒の心身の健全

な発達に資するものであり、かつ児童及び

生徒の食に関する正しい理解と適切な判

断力を養う上で重要な役割を果たすもの

であることに鑑み、学校給食及び学校給食

を活用した食に関する指導の実施に関し

必要な事項を定め、もって学校給食の普及、

充実及び学校における食育の推進を図る

ことを目的とするということで、第２条で

７つの目標が掲げられております。栄養の

摂取による健康の保持、増進、それから日

常生活における健全な食生活を営むこと

ができる判断力や食習慣、それから学校生

活を豊かにし明るい社交性及び協調の精

神を養う、生命及び自然を尊重する精神並

びに環境の保全に寄与する態度を養う、そ

れから食生活が食にかかわる人々のさま

ざまな活動に支えられているということ

で勤労を重んずる態度を養う、我が国や各

地域のすぐれた伝統的な食文化について

の理解を深める、食料の生産、流通及び商

品について正しい理解に導くこと、この７

つが学校給食の目標ということで掲げら

れております。学校給食は小学校というこ

とではありません。この学校給食法で、学

校給食というのは義務教育諸学校が進め

るものというふうになっております。もち

ろん中学校もこの中に入っております。義

務教育諸学校の設置者の任務ということ

で、４条は義務教育諸学校の設置者は当該

義務教育諸学校において学校給食が実施

されるように努めなければならないとし

ています。国及び地方公共団体の任務とし

て第５条、国及び地方公共団体は学校給食

の普及と健全な発達を図るように努めな

ければならないということもうたわれて

おります。子どもたちみんなに先ほど申し

上げた目標をしっかりと教育の一環とし

て提供する、それが義務教育の中で必要だ

ということで学校給食法がうたわれてい

ます。やはり、これに基づいて学校給食を

進めるということが必要なのではないか

と思います。 

 全国の状況ですけれども、１９９８年の

データで、完全給食の実施率が８０．９％

です。その中で大阪府は７．７％しか給食

を実施してないということになっており

ました。この当時の学校給食というのは全

員給食が当たり前だという形だったと思

いますが、全国で大阪府とそれから神奈川

県が１６．２％と低いんですけれども、あ

とのところは本当に高い率で、ほとんどの

中学校で給食があるのが当たり前という
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状況が全国でありました。その後、大阪府

のほうでこの内容を改善しないといけな

いということになって、２０１５年の実施

状況では、全国８８．８％、大阪府もかな

り引き上がってきて６９．０％ということ

になりました。これは非常に喜ばしいこと

だと思うんですけれども、でも、その中で

デリバリー方式選択制の中学校給食でも

いいよということで、大阪府が給食という

ことの枠を拡大して解釈していいという

ことになってしまいましたので、このデリ

バリー方式選択制の中学校給食を行って

いるところが大阪府下でも摂津市を初め

７自治体ございますけれども、そういうと

ころでは学校としてはやっているんだけ

れども、その中で食べている子どもたちは

わずかだという状態が起きてきています。

これは非常に矛盾ではないかと。本来の学

校給食法に基づいたそういう給食として

考えるならば、やはりみんなが食べる学校

給食ということが必要なのではないかと

いうふうに思います。 

 保護者の皆さんからもご意見はいろい

ろお聞きをしております。やはり、中学校

の給食も小学校と同じ給食にしてほしい、

それが一番大きな願いだというふうに思

います。保護者の皆さんは、大概はお弁当

を子どもたちに持たせてはるというふう

に、中学校給食を利用していない場合は何

を食べているかというようなアンケート

も摂津市はとられて、大体がお弁当を持っ

てきているといって安心をされていると

いうふうに思うんですけれども、しかし、

それはお弁当がいいから、ぜひお弁当を持

たせたいからお弁当を持ってきていると

いうことではなくて、本来は中学校で安心

安全で温かくて、みんなと一緒に食べる楽

しい小学校のような給食をしてほしいん

だけれども、そうでないから仕方なくお弁

当をつくっているんだというような声が

多いと思います。このよりよい中学校給食

を求める会がとったアンケートの中で、保

護者の記述がたくさんたくさん書かれて

いました。要約しているものですけれども、

今後に期待することということで、安心で

きて全員同じ食事ができるようにしてく

ださい。小学校と同じにしてください。給

食センターを建てて学校に運ぶと思って

いたのに期待はずれでした。運んできたも

のを温めたり冷やしたり、他府県では保

温・冷温器がありました。中学校で給食を

つくるのが不可能なら、小学校の施設を使

い一緒につくればいいと思います。デリバ

リー方式選択制より自校方式を望みます。

近くの小学校を連携するなりして提供し

てもらうことができればと思います。量を

選択できるように、金額を安く注文システ

ムを簡単に。弁当注文用の学校スケジュー

ルが必要。難しいと思う。小学校のように

学校で調理して食べられるようにしても

らえたらと思う。できれば全員給食にして

ほしい。注文システムは当日でも対応でき

るようにしてほしい。おにぎりやパンの販

売などをしてほしい。小学校のように全員

給食に。 

○市来賢太郎委員長 増永委員、答弁は質

問に対して端的にお答えいただきますよ

うにお願いします。 

○増永和起議員 はい、わかりました。以

上の保護者のお声も聞いております。 

○市来賢太郎委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 丁寧にお答えいただきま

してありがとうございます。 

 まずはこの２年間の中学校給食、先ほど

もお話がありましたようにイニシャルコ

スト、大阪府からの導入補助金が約５，０
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００万円ほどですかありましたが、市とし

ても支出している金額が約５，０００万円。

その予約システムの委託料にも毎年かか

っている維持費、ランニングコストとして

かかっている。そういった費用をかけなが

ら当初の目的が達成していないという現

状についてきちんと市民参加を保障して

検証すると、私は非常に大事なことで、１

番目の検証を求める請願項目というのは、

これはみんな同じ共通の認識ではないか

なということは感じました。その他全員給

食、選択制から全員給食、自校調理につい

ても学校給食法からひいてご説明をいた

だいた部分についても非常に納得のでき

るものだなというふうに思いました。中学

校給食の充実は、摂津の子どもたちに非常

に重要なものであるということを新たに

感じたところです。このぐらいにしておき

たいと思います。 

○市来賢太郎委員長 そのほか質疑のあ

る方。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○市来賢太郎委員長 以上で紹介議員に

対する質疑を終わります。 

 次に、理事者からの意見聴取を行いたい

と思いますが、異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○市来賢太郎委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時３６分 休憩） 

（午前１１時３７分 再開） 

○市来賢太郎委員長 再開します。 

 請願第１号について理事者への意見聴

取を行います。 

 北野教育次長。 

○北野教育次長 今回、デリバリー方式選

択制中学校給食導入に至る経過を簡単に

ご説明させていただきます。 

 中学校給食の導入につきましては、平成

２３年度に中学校給食導入促進事業補助

制度が創設された際に、摂津市学校給食会

において検討委員会を３回開催し、実施方

法について検討を行いました。その結果を

踏まえ、平成２４年７月に保護者説明会を

開催し、同年９月には保護者、児童生徒等

を対象にアンケート調査を実施するとと

もに、保護者説明会を開催しアンケート結

果を報告させていただきました。また、学

識経験者や保護者代表の方など８名の委

員で構成する中学校給食検討委員会を立

ち上げ、意見交換、議論を重ね、提言が示

されました。これを受けまして、平成２５

年第１回教育委員会定例会において、本市

の中学校の昼食をめぐる状況や家庭弁当

の教育的効用等も考慮をし、家庭弁当との

選択制での実施が妥当であるとの意見が

多く出されたことを踏まえ、デリバリー方

式選択制を中学校給食と決定いたしまし

た。平成２６年８月に市としての基本的な

考え方をまとめ、配膳室の整備や調理業者

の選定等の準備期間を経て、平成２７年６

月から給食を提供し現在に至っておりま

す。 

 以上でございます。 

○市来賢太郎委員長 説明が終わりまし

た。 

 この際、質疑がありましたらお受けいた

します。 

 水谷委員。 

○水谷毅委員 それでは、中学校給食につ

いて、今、説明していただいた内容にプラ

スしてご質問させていただきたいと思い

ます。 

 冒頭にもお話をしましたように、保護者

の気持ち、子どもの気持ちを第一に考えて

いきたいと思っております。請願内容も４

項目出ておりますけれども、直ちに進めて
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ほしいなという内容もありますし、これか

ら検討が必要という内容もございますけ

れども、幾つかご質問をさせていただきた

いというふうに思います。 

 まず、意識調査を開始前に行ったという

ふうにご説明いただきましたけれども、具

体的に保護者が例えば全員喫食を望まれ

る割合であるとか、それから子どもが全員

喫食を望まれる割合とか、もしその辺の当

初の数字がありましたら教えていただき

たいと思います。 

○市来賢太郎委員長 ご答弁をお願いし

ます。 

 溝口課長。 

○溝口総務課長 それでは、水谷委員から

のご質問にお答えさせていただきます。 

 デリバリー方式選択制の中学校給食導

入前に、保護者の方また当時の児童生徒の

方にアンケート調査を実施させていただ

いております。その中で保護者の方につき

ましては、おおむね８割の方が小学校と同

様の給食を望むといったようなご意見、全

員喫食になろうかと思いますけれども、そ

のようなご意見をいただいております。一

方で、児童生徒の方につきましては、保護

者がつくる家庭弁当のほうを逆に８割強

の方が望まれたといった経過がございま

す。そのようなご意見を参考にさせていた

だきながら、その後検討委員会また地元へ

の説明会等も開催させていただきまして、

最終的には今のデリバリー方式選択制の

中学校給食を導入しているところでござ

います。 

○市来賢太郎委員長 水谷委員。 

○水谷毅委員 意識調査の結果、保護者は

８割が給食を望み、子どもは８割が家庭弁

当を望んだということで、その辺で意見の

差もスタート時点であったのかなという

ように思います。今回、最初に２年前に検

討に入った段階で、給食についていろいろ

な方法の選択肢があったと思うんですね。

例えば、今回請願をいただいている全員喫

食もその選択肢の１つであったかと思い

ますし、先ほどご説明もありましたセンタ

ー方式もあったと思います。最終的に現状

ではデリバリー方式選択制になっている

んですけれども、諸事情があったと思いま

すけれども、デリバリー方式選択制を選ん

だ決定的な要因、これについてお聞かせく

ださい。 

○市来賢太郎委員長 溝口課長。 

○溝口総務課長 おっしゃっるように、こ

の中学校給食を導入するに当たってさま

ざまな実施方式について検討をさせてい

ただきました。自校方式また小学校で給食

をつくって中学校に配送する親子方式、ま

た、どこかの場所にセンターを建ててそこ

から中学校給食を提供するセンター方式、

４つ目といたしましてはデリバリー方式

選択制、この４方式についてメリット、デ

メリットについて検討をさせていただき

ました。いろいろな法令上の制約であった

り、全員喫食で中学校に給食調理場をつく

るとなりますと、建築基準法の問題であっ

たり、既存不適格の問題であったり、その

ようなことも当時考えられました。また、

デリバリー方式選択制を最終的に決定さ

せていただいた大きな要因といたしまし

ては、当時の本市の中学校の昼食をめぐる

環境として、学校によって若干数字の差が

あったかもしれませんけれども、おおむね

８割の方が家庭から弁当を持ってこられ

ておりました。もちろん先ほどもありまし

たが、望むべくはそのような全員喫食の給

食といったことも我々の中でも議論させ

ていただきましたけれども、そのようなメ
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リット、デメリットを考えた中で、また本

市の中学校の昼食をめぐる環境、またその

家庭からのお弁当の教育的な効用として、

子どもと保護者の方がお弁当をつくる過

程の中でいろいろなコミュニケーション

をはかったりといったそのような効用も

考えまして、最終的にはデリバリー方式選

択制の中学校給食を決定させていただい

たという経過がございます。 

 以上でございます。 

○市来賢太郎委員長 水谷委員。 

○水谷毅委員 経過についてはおおむね

ですけれども、ある程度はその理解ができ

ました。それで、先ほどもありましたよう

に、生徒の間ではやっぱり８割の方が家庭

弁当を望むということでありましたけれ

ども、実際に学校の教室で弁当を食してい

る中でもし数字としてあるのであれば、家

庭弁当でもない、先ほどもありましたよう

にスーパーで買ってきたりとか、どちらで

もない子どもというのが何割ぐらいいら

っしゃるのかをお聞かせいただきたいと

思います。 

 今回、２年が経過しまして、市民の代表

の方からこのような請願があったという

ことは、喫食率の面からも見ましてもやっ

ぱり真剣に受けとめて、スピード感を持っ

て改善のために行政としても取り組んで

いく必要があると思います。それで、今回

は４項目の請願がございました。私も重ね

て申し上げますけれども、子どもを持つ親

として１つでも達成できるものであれば

という思いではあるわけですけれども、す

ぐに対処できるものがあったり、それから

今後検討を加えていかなければならない

ものもあると思うんですけれども、まず市

民参加で検証できる検証会議というのが

ありますけど、これまで開催されてきた中

での構成員の中に一般の保護者の方もい

らっしゃったのかどうか、その２点をお願

いします。 

○市来賢太郎委員長 溝口課長。 

○溝口総務課長 それでは、水谷委員から

のご質問にお答えいたします。 

 現在のデリバリー方式選択制中学校給

食の状況でございます。平成２７年１０月

から１１月にかけましてアンケート調査、

これは平成２７年６月から給食がスター

トいたしまして、そこから２学期に入って

このアンケート調査を生徒の方また保護

者の方に対しましても実施させていただ

きました。その中で中学校給食の状況とい

たしまして、９５％を超える方が当時家庭

からのお弁当をお持ちいただいておりま

した。それ以外でスーパーやコンビニ等で

事前に購入したお弁当またパンやおにぎ

り等で昼食をとっておられる方の割合が

約４％の方がいらっしゃったという調査

結果となっております。 

 もう一点、請願の中にもございますけれ

ども、市民参加で検証できる検証会議とい

うような中で、これまで検証委員会の中に

は先ほどもありました保護者代表の方が

２名入っていただいた検証会議というの

はございました。今回、学校給食会の中に

学校給食サービス向上委員会というもの

を設置いたしまして、中学校給食について

の課題や改善策等について昨年度議論さ

せていただいております。このときには市

民参加の保護者代表の方を含めて入って

いただいておりませんけれども、学校現場

の校長、教頭、また栄養教諭、事務局の栄

養士等が入りまして、さまざまな観点から

検証をさせていただいているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 
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○市来賢太郎委員長 水谷委員。 

○水谷毅委員 家庭弁当が９５％あった

ということでございました。また、検討会

議につきましては、やっぱりもう少し一般

の保護者の方も参加できる機会というの

を設けるべきではなかったのかなという

ように思いますので、今後それもしっかり

踏まえて前進していけるようにお願いし

たいと思います。 

 それから、就学援助制度というのが請願

にございますけれども、ある見方によれば

全員喫食という状況であれば就学援助制

度は公平性を保って実現できるかなとい

う、ある意味、セットで考えていかなけれ

ばならないこともあるかなというふうに

思います。そういう意味で、現在のデリバ

リー方式選択制の中で就学援助制度まで

はいきませんけれども、公平性を保ってそ

れを支援できるような取り組みというか、

考えがあるのかどうかお聞かせください。 

○市来賢太郎委員長 溝口課長。 

○溝口総務課長 就学援助制度の適用に

ついてということでございますけれども、

これまでもさまざまな場面でご質問等を

いただいておりますけれども、我々は現在

の時点では公平性の観点ということで、デ

リバリー方式選択制の中学校給食におい

ては就学援助制度の適用は考えておりま

せん。ただ、大阪府下でもいろいろな補助

制度等を実施されておられる自治体もあ

ることを情報収集等させていただいてお

りますので、その部分については研究課題

であるというふうには考えております。 

 以上でございます。 

○市来賢太郎委員長 水谷委員。 

○水谷毅委員 就学援助制度にかわる何

かをぜひとも考えていただきたいと思い

ます。もちろんデリバリー方式選択制を出

しているほうも栄養バランスまたカロリ

ー計算をしっかりされた内容だと思いま

すので、一人でも多くそういう食材を利用

した弁当を利用していただきたいと考え

るわけですけれども、例えばバックアップ

する方法としたらクーポン券等を全生徒

に配付をしまして、利用者の方には、言い

方は悪いんですけど就学援助制度という

のは公平性の観点でできないけれども、利

用できる機会を公平に持っていただくよ

うな制度を検討していただけないかなと

いうように思います。 

 それから、４番目に温かい副食それから

アレルギーの２つの話があると思うんで

すけれども、今、電子レンジとかそういう

技術もたくさんございます。もともと家庭

弁当はランチボックスでない限り冷たい

副食になっておりますので、そういう意味

では同じかと思うんですけれども、せっか

く学校給食を利用するのであれば少しで

も温かいような工夫ができないのか、他市

の状況等を勘案して、ありましたらお聞か

せください。 

○市来賢太郎委員長 溝口課長。 

○溝口総務課長 温かい給食についての

内容のご質問でございます。本市につきま

しては、導入前からその部分についてもい

ろいろ検討をさせていただきまして、また

他市の事例も参考にさせていただいて、最

終的には衛生管理基準を遵守する形で６

５度以上または１０度以下というような

基準があるんですけれども、我々といたし

ましては衛生面を考えまして１０度以下

の適正な温度帯で保管して、それを提供さ

せていただくという形を現在とっており

ます。ただ、おかずについてはそういう状

況なんですけれども、御飯については温か

い状態、また汁物も温かいものを一緒につ
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けることで献立にアクセントをつけるこ

とでその部分でカバーするという形で現

在は提供させていただいております。 

 また、現在、我々より後発でスタートし

た大阪府内の自治体において、温かい状態

でおかずを出しておられる自治体がある

というようなことも聞いております。温か

いおかずと、おかずによっては冷たい状態

で食べるべきおかずですね、それを分ける

形でランチボックスを分けて提供してお

られる自治体もあるというふうに聞いて

おりますので、我々といたしましてはその

ような事例を視察も含めて研究させてい

ただきたいというふうには考えておりま

す。 

○市来賢太郎委員長 水谷委員。 

○水谷毅委員 温かい調理への工夫とい

うのは既に取り組んでいる自治体もいら

っしゃると思いますので、試験的にでも結

構ですので取り組んでいただきたいと思

います。 

 喫食率だけで見られない部分もたくさ

んあるとは思うんですけれども、目標に対

して２年たって半分の数字が達していな

いということは、一般の企業から考えたら、

これはかなり厳しいことではないかなと

考えております。そういう意味では、担当

課としては本当に市民の皆さんに、こうい

う努力をこういうアイデアを持って取り

組んでいますというのをしっかりと見え

るように取り組んでいただきたいと思い

ます。 

 最後に要望になりますけど、喫食率向上

と生徒のために思うのであれば、まず食事

内容の改善、人気メニューの分析、それか

ら３００円ではなくても、たまには５００

円でもう少しいい内容ができる日を設け

たりとか、食べる楽しみというのも考えて

いただきたいと思いますし、利用しやすさ

という点でシステムですね、金券を利用し

て喫緊まで受注ができるような内容を検

討していただいたり、また食事環境を前回

の委員会でもお話をしましたように、デリ

バリーの弁当の方が肩身の狭い思いをし

ないように、弁当とデリバリーの方と食べ

る時間のスタートを合わせたりとか、そう

いうような点を考慮していただきたいと

思います。私としては、全て請願の内容を

直ちにできるようであればそれを望みま

すけれども、直ちに検討すべきか、もう少

し経過を見ながら検討をすべきか、その辺

の思いもございますので今後もしっかり

頑張っていただきたいと思います。 

 以上です。 

○市来賢太郎委員長 ほかに質疑がある

方。 

 安藤委員。 

○安藤薫委員 理事者に、１点だけお聞き

しておきたいと思います。 

 請願者の方からは、今の中学校給食の現

状では、やはり学校給食とは言えないんじ

ゃないかと、改善を求めているということ

でこういった項目が出されています。この

導入の最初のきっかけそのものは、大阪府

のほうの中学校給食導入促進補助事業と

いうものからスタートをいたしましたの

で、その以前、教育委員会は、やるのであ

ればしっかりと小学校と同じような完全

給食をやっていきたいんだというような

ことをおっしゃっていたところから、期限

の決められたデリバリー方式選択制を可

とする補助事業に乗っかる形でスタート

してきたという経過があるのではないか

というふうに思っております。現状、１つ

だけお聞きしておきますが、今の状況は是

としているのか、やはり改善が必要だと思
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っておられるのか。いろいろな改善の方向

はいろいろあるかと思いますけれども、そ

の点と、それから検証について、やはり市

民や保護者の方々、今学校でアンケートを

やっておられるというふうに聞いており

ますね。そのアンケートの結果もぜひまた

お知らせいただきたいと要望しておきた

いんですけれども、導入に向かって保護者

の方にも、それから学校に出向いて説明会

も何度かやられました。大変丁寧に進めて

きて、しかし結論が導き出せないのでデリ

バリー方式選択制という形でまずはスタ

ートした。課題はあるけれども検討は継続

しますよということで今至っております。

そういった経過を踏まえて、今の状況が是

とするのか否とするのか、検証について市

民を巻き込んでしっかりとやるというこ

とについて１点だけ聞きたいと思います。 

○市来賢太郎委員長 溝口課長。 

○溝口総務課長 導入前も当然さまざま

な議論がございました。最終的には、今の

デリバリー方式選択制の中学校給食を導

入したという経過はございます。我々とい

たしましても、これまでアンケート等もと

らせていただく中でいろいろな改善もさ

せていただいております。献立改善はもち

ろんのこと、予約システムという中で申し

ますと、今までは申し込み金額の１万８，

０００円と６，０００円という単位で事前

に申し込んでいただくということだった

んですけれども、その部分につきましては

いろいろなご意見もいただいた中で、この

６月から３，０００円の払込票も追加させ

ていただいたところでございます。そのよ

うな小さな改善も含めてこれからもやっ

ていきたいと思っておりますし、当然我々

は今のやり方がベストで今後も未来永劫

ということではもちろん考えてないので

すが、そのような今のやり方をどうすれば

喫食率の向上も含めて改善していけるの

かということはこれからも考えていきた

いと思っております。 

 また、検証会議についてでございます。

現在、この５月から６月にかけて全中学校

の全クラスの生徒の方に対して焦点を当

てましてアンケートをとらせていただい

ているところでございます。また今後、結

果につきましてはご説明させていただき

たいとは思っておりますけれども、特に現

在、デリバリー方式選択制の中学校の給食

をなぜ食べていただいてないのかという

ところのもう少し詳細な分析が必要であ

ると考えておりまして、その内容について

絞ってアンケートをとらせていただいた

ところでございます。さまざまな検証方法

があると思っております。今後もいろいろ

なご意見に耳を傾けながら、よりよい中学

校給食の実現に向けて改善努力を行って

まいりたいと考えております。 

○市来賢太郎委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 また、この件については違

う場でまたしたいと思うんですけれども、

いろいろ今回も子ども、生徒や、それから

学校の現場、担任の先生にいろいろ情報で

すとかアンケートもしてらっしゃると。そ

の中で申し込みの予約金の単位が６，００

０円から３，０００円になる。これも、こ

の間ずっと、よりよい中学校給食を求める

会の方々との教育委員会との交渉の中で

もそういった要望も出されていた中で、一

つひとつ市民とやりとりをやりながらよ

りよいものにしていこうということは、今

の状態はどうであれ市民や保護者の方々、

子どもも含めていろいろ意見を聞きなが

らつくり上げてきているものだというふ

うに、よく言えばそういうものですね。そ
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この中にやはりきちんと教育委員会とし

て、学校給食法に書かれている学校給食そ

のものはこうあるべきだというものがき

ちんと打ち出されなければ、アンケートで

こっちへふらふら、こっちへふらふら、結

局予算的な問題で一番やりやすいところ

からやっていくということになってしま

ってきたのではないかなというように思

います。検討すべき点、それからいろいろ

な考えの違いはありますけれども、もう既

に現在進行形の中学校給食であり、来年の

４月には業者変更をされると、業者変更と

いうか契約満了を迎えるということです

から、見直しをしていく上では絶好の機会

でもあるわけで、検討は待ったなし、今に

でも検討はもうやらなければいけないこ

とだということを申し上げておきたいと

いうふうに、そういう点では非常に請願の

採択する意味は大きいというように思い

ます。 

 以上です。 

○市来賢太郎委員長 ほかにありますか。 

 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 もう時間がないので、自

分の思いだけ言わせていただきたいと思

います。 

 私、党と個人のはざまに今さいなまれて

いるわけですけど、党としたらこれは全員

喫食を目指すというような方向なんです

けど、私個人的な１つの思いとして、私は

母子家庭だったんですけど、９年間しか母

親と一緒にしっかりと住むことができな

くて、その９年間の間でもうちの母親は看

護婦をやっておりました。夜勤が非常に多

くて余り接する時間がなかったんです。で

も、必ず私には弁当をつくってくれました。

それも２つね、早弁をしていましたから２

つつくってくれました。朝５時に起きて、

また夜勤明けでもしっかりと弁当をつく

っていただいて、ほとんどコミュニケーシ

ョンがなかったんですけど、その中で例え

ば私が剣道の試合で優勝したんだとか、勝

ったんだというようなことを書き込みに

しておりますと、その弁当のおかずが一品、

二品増えていて、そこで母親とのコミュニ

ケーションができたなという思いをした

経験があります。子どもたちが母親の弁当

を望んでいるということは、やっぱり子ど

もが学校は主体ですから、そういう気持ち

と重なって、党の方針と重なって非常に私

としては苦しい立場ですけど、そういうこ

とは、私は母親と子どものきずなというこ

とを、それは非常に私自身が体験したこと

であります。そういう点で、教育長、お考

えをいただきたいと思いますけど。 

○市来賢太郎委員長 箸尾谷教育長。 

○箸尾谷教育長 学校生活におけるお昼

ごはんというのは、子どもたちにとっては

最大の楽しみの１つであろうと思ってい

ます。そういう意味では、私としては、給

食は誰のためにあるのかといいますと、第

一には子どものためだろうと考えていま

す。ですから子どものアンケートの結果が

８割を超える子どもたちが家庭からの弁

当を望んでいるという実態は、やっぱりこ

れは見過ごしにはできないというふうに

思っています。現状では、９５％を超える

ご家庭でお弁当をつくっていただいてい

るということで、朝のお忙しい時間帯につ

くっていただくのは本当にご苦労をおか

けしているとは思いますけれども、今、渡

辺委員もおっしゃいましたけど、お仕事で

なかなか中学生の子どもと会話がとれな

いご家庭であるとか、あるいは思春期とい

うこともありましてなかなか家庭で子ど

もとコミュニケーションがとれないよう
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なご家庭も多いかなという中で、やっぱり

お弁当というはコミュニケーションをと

る大切な手段の１つであろうと思います。

例えば、誕生日であるとか、テストでいい

点をとったりとか、先ほどありました部活

動で頑張ったからとかいうようなことで

おかずが一品増えていたり、あるいは逆に、

日ごろ毎日お弁当をしっかり食べてくる

子がある日はお弁当を残してきたという

ようなことがあったら、やっぱりご家庭で

は体調の不良なのかな、学校で何かあった

のかなというようなことのサインという

か見方にもなるかなとも思いますので、そ

ういう意味ではやっぱりご家庭からのお

弁当というのは教育的意義も高いものと

考えています。とはいえ、毎日おつくりい

ただくというのはなかなか難しいご家庭

もおありでしょうし、ふだんはつくってい

るんだけれども、きょうは、ちょっととい

うようなことがあったときに、やっぱりそ

の代替としてデリバリー制のお弁当を注

文していただけるような体制はきちんと

つくっていかなければならないと考えて

おります。そういう意味で、この請願にも

ありますが、やっぱり持ってこられていな

い子どもたちが一体どうしているのかと

いう検証は私もしっかりやらないといけ

ないと考えております。そういうこともあ

りまして、今、一歩踏み込んだ形のアンケ

ートを学校で実施させていただいている

んですけれども、こういう検証も踏まえな

がら、喫食率が下がってきている現状は重

く受けとめ、先ほど課長からも一端を紹介

させていただきましたけれども、さまざま

な形で喫食率向上に向けて、取り組んでま

いります。実は、私も毎日今お弁当の中学

校給食を食べております。冷たいというよ

うなご指摘もありましたけれども、御飯が

温かいというのは非常に大きいなと思い

ます。私、実は今までは家からの弁当をず

っと食べていたんですけれども、それに比

べましても御飯が温かい、おみそ汁が温か

いというだけでもすごく温かいなと。極端

な言い方をしたら、おかずの冷たさという

のは余り気にならないなというふうにも

感じています。そんなことも含めて、中学

校給食のよりよい部分を子どもたちにも

しっかりと周知しながら、喫食率の向上に

努めてまいりたいと考えます。 

 以上です。 

○市来賢太郎委員長 ほかに質疑のある

方。 

 東委員。 

○東久美子委員 私もこの請願の文章を

読んでなんですけれども、一体、現場のほ

うはどうなのだろうかということで聞い

てみたんです、デリバリー方式選択制の給

食の実態について。そうすると、冷たいと

いうことについては、今、教育長がおっし

ゃったようにやはり個人差があるようで、

いや、それ感じたことないというような意

見が、私が聞いた中では多かったです。１

００％ではないです。ちょっとそうかなと

いう人ももちろんいますが、だからそこの

ところはやはり御飯というものが重かっ

たのかなというのか、そこの印象かなとは

受けとめました。 

 基本的に８０％の子どもたちがお弁当

を望んでいるということでスタートした

ということを、やっぱり私も受けとめない

とあかんなと思うんですね。このデリバリ

ー方式選択制は私もいろいろ課題がある

と思います。例えば、喫食率がもしとんで

もなく上がった場合は、配膳室に行って、

並んで名前を言って受け取るみたいな今

のやり方ではとても時間的なことが追い
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つかないとか、そういうことを含めて検討

していかなければいけないことはたくさ

んあると思うんですね。それは教育委員会

のほうで今後課題としてやってほしい。私

は何度も文教常任委員会のときに質問を

したのは、子どもたちが食べやすい環境で

すかということを質問してきたと思いま

す。それはお弁当を食べている子どもがい

るのに、取りにいっておくれてくること。

おくれて自分だけ食べにくいんじゃない

かなとか、そのことも聞いてみたら、実は

みんな待ってて、小学校じゃないですから

手合わせをしませんけど一緒に食べてい

る教室もあるんですね。そうなると随分食

べやすいとか、やはりみんなで食べるとか、

その辺の思いというのはその辺で受けと

めてやっていけるんじゃないかなと。教職

員のほうの喫食率ですけど、これも給食を

どう捉えるか、子どもの食をどう捉えるか

というところからきちんと教育委員会の

ほうは、教育委員会がこの制度でスタート

した背景とか思いとか、それから皆さんが

請願されている方の思いも含めてきちん

と現場にお伝えになって、教師が教室で食

べていると子どもたちはまた違うと思い

ます。ところが、教師の喫食率も高くない

と思うんですね。そのあたりを現場の、だ

から逆にそこのところから学校現場の教

職員はどう捉えているかという。子ども、

保護者だけでなくて、その辺のところもき

ちんとしていただきたいと思っています。

きょうたまたまなんですけど、テレビをか

けたら食べることは生きることというふ

うにコマーシャルをやっていたんですね。

本当に今は子ども食堂とかそういう言葉

も生まれていますし、いろいろなところで

食べるということがすごく大事だと。それ

から、本当に貧困が私たちの生活からと言

うと上から目線のように聞こえるかもし

れませんが、本当にしんどいところはしん

どいと思うんです。私はそういう子どもた

ちにも給食がね、だからそれについてはこ

こに書いてある就学援助制度とかその辺

をまた検討していくなり、金券という言葉

もありましたけれども、それも課題とした

いと思います。だから、私はこの今のやり

方でこの喫食率で満足はしていないし、検

討するための委員会なりもどういうもの

であるかも含めて検討していただきたい

と思っています。ただ、今回この請願にあ

ることなのですが、更新の時期があるから

ということなんですけれども、ただ私は文

教常任委員会で何度も意見を言ってきた

中で、喫食率を上げるために６，０００円

を下げてほしいということも言いました。

それが改善されてないとちょっと聞いた

んですよね、きょうまでに。そのときには、

そんな改善もできないんだったら、どうい

うふうに喫食率を上げていくんですかと

疑問を持っていたので、それは教育委員会

はと思っていたのですが、そのやり方を取

り入れたということですね。あと、私が提

案した何点かも実践されている。学校現場、

子どもたちを見て決めてくださいという

ことをお願いしていた、そこのところもも

う既に部長も学校現場へ行って、子どもた

ちの実態を見ていますよということをお

聞きしていますので、そういうふうなこと

でよりよい方向を進めてほしい。私は自分

がこうしてほしいということを意見に出

して、その改善があったので、少し時間を

見てみたいかなという考えです。今まで言

ったことは要望ということで受けとめて

頑張っていただきたいというのか、お願い

します。 

○市来賢太郎委員長 以上で意見聴取を



- 29 - 

 

終わります。 

 それでは、これから討論を行い、続いて

採決を行いますが、異議ありませんか。 

 安藤委員。 

○安藤薫委員 請願ですので、各委員から

行政に対して要望をするということはも

ちろん意見表明としてはあれですけれど

も、市民の方から出されている請願をどう

取り扱うかということだと思うんですね。

いろいろお聞きしていたら大体方向性は

一致している部分、一致してない部分があ

ると思うんですけれども、幾つか項目があ

りますので、例えば分割で採択をするとか

ということも、検証会議は、やっぱり検証

することについては一致点が見出せるこ

とがあるのではないかと、この方向でやっ

てほしいと、縛るものではありませんけれ

ども、そのような採決の方法もあるのでは

ないかなと思うんですけど、採決方法を休

憩して少し協議してもらうことはできま

せんでしょうか。 

○市来賢太郎委員長 暫時休憩します。 

（午後０時１６分 休憩） 

（午後０時１７分 再開） 

○市来賢太郎委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○市来賢太郎委員長 討論なしと認め、採

決します。 

 請願第１号を採択することに賛成の方

の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○市来賢太郎委員長 賛成少数。 

よって、請願第１号は、不採択すべきもの

と決定しました。 

 これで本委員会を閉会します。 

（午後０時１８分 閉会） 

 委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。 

 

 文教常任委員長  市 来 賢太郎 

 

 

 

 文教常任委員   東   久美子   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


